
令和８年度リチウムイオン電池等広域的資源化事業 協働事業者 公募要項 

 

１ 事業の概要 

近年、リチウムイオン電池を使用した製品が増加しており、廃棄物処理の過程における発

熱・発火を原因とする、収集運搬車両や廃棄物処理施設の火災事故が急増しています。 

現在、家庭から排出されるリチウムイオン電池類の回収は、資源有効利用促進法（資源の

有効な利用の促進に関する法律）に基づきメーカー等が回収するルートや区市町村による

回収ルートがありますが、自治体による回収・処理には、処理事業者が少ないことや処理に

かかるコストの負担が大きい等の課題があります。 

そこで、東京都（以下「都」といいます。）が都内自治体及び一部事務組合を広域的に調

整し、資源として資源化事業者に売却する事業を令和６年度から実施しています。 

令和 8 年度も、都内自治体の回収・処理を支援するとともに、リサイクルを促進するた

め、都と共に本事業に取り組む事業者（以下「協働事業者」といいます。）を公募します。 

 

２ 事業に係るスケジュール 

(1) 公募期間 

令和８年２月 24 日（火曜日）から同年３月 11 日（水曜日）まで（必着） 

(2) 選定及び通知時期 

令和８年 3 月（予定） 

(3) 1 回目の回収予定時期 

令和８年４月下旬又は 5 月上旬 

 

3 事業の実施期間 

 協定を締結した日から令和９年 3 月 31 日（水曜日）まで 

 ただし、事業実施に伴う事務処理は令和９年 5 月末日までに完了することとします。 

 

4 対象物 

(1) リチウムイオン電池 

(2) モバイルバッテリー 

(3) ニッケル水素電池 

(4) ニカド電池 

(5) 鉛蓄電池 

(6) 小型のリチウムイオン電池内蔵製品（リチウムイオン電池と一体型の製品） 

(7) リチウムイオン電池以外の小型充電式電池内蔵製品 

※膨張・燃焼後のものも対象とします。 

 

5 想定する事業内容 

 別紙様式 2-1 を参照してください。 

 

 



６ 事業規模の見込み 

算定の参考として、応募を検討する事業者に本事業の実施状況に関する情報を提供しま

す。以下によりご連絡ください。 

・電子メール送付先：S0000636@section.metro.tokyo.jp 

・件名：R8 リチウムイオン電池等広域的資源化事業公募 資料要求 

 

７ 応募者の要件 

次のいずれにも該当しないものであること。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

イ 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」

といいます。）第２条第２号に規定するものをいいます。） 

ウ 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する

暴力団関係者をいいます。以下同じ。） 

エ 法人又は任意団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力

団員等に該当する者があるもの 

※ 任意団体が応募する場合は、以下の３つの要件を全て満たすものに限ります。 

① 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

② 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること 

③ 団体活動の本拠としての事務所を有すること 

 

８ 応募・提案方法 

(1) 提出書類 

本事業に応募する場合は、以下の①から④を提出してください。 

① 様式１ 提案申請書 

② 様式２-1～様式 2-3 提案書 

③ 法人の登記事項証明書 

④ 定款又は寄附行為（写し） 

 

(2) 提出方法 

電子メールにて上記(1)をご提出ください。 

メール受信日から２営業日以内に受領確認のメールをお送りします。受領確認メールが

届かない場合は、お手数ですが「11 公募全般に関する問合せ先」までご連絡ください。 

応募に関する一切の費用は、応募者に負担していただきます。 

 

９ 協働事業者の選定 

(1) 本事業に参加する自治体等の意見も踏まえ、(２)に記載する項目の評価に基づき事業

者を選定します。なお、応募内容について、必要に応じてヒアリングさせていただく場

合があります。 

 

 



 

(2) 評価のポイント 

① 基本採点項目 

基本的な視点 評価項目 

確実性・継続性 ①安全な回収から資源化までの確実性、実現可能性 

②都及び参加団体との協働性 

有効性・発展性 ③資源化等工程の透明性、トレーサビリティ 

④効率的な事業運営、事業の発展性 

 

 ②加点項目 

基本的な視点 評価項目 

新たな視点・提案 ⑤採用可能な、より良い提案がある場合に加点 

 

10 協定の締結 

協働事業者の決定後、都と協働事業者との間で協議の上、協定を締結します。 

 

11 公募全般に関する問合せ先 

本件に関するお問合せは、次の担当宛てに電子メールにてお願いします。ただし、審査の

経過等に関するお問合せには応じられません。 

 

担当：東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物対策課 

電子メール：S0000636@section.metro.tokyo.jp 

 


